
学校給食県産食材供給拡大事業（アドバイザー派遣）実施要領 

 

第１ 趣旨 

学校給食に県産農林水産物を使用することは、子どもが食材を通じて地域の自然や

食文化等に理解を深めるだけでなく、県産農林水産物に親しむ機会を創出することで、

県産県消の意識を醸成し、本県農業の振興につながるものである。 
この要領は、学校給食への県産食材供給拡大を図るため、学校給食で県産食材を持

続的に利用する体制構築について指導・助言を行う「学校給食アドバイザー」（以下、

「アドバイザー」という。）の派遣に必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 事業の内容 

学校給食で県産食材を持続的に利用する体制構築に資する取組を行う事業実施主体

に対し、専門的な立場から指導・助言等を行うアドバイザーを事業実施主体の要望に

基づき派遣する。派遣に関して必要な事項は、別記に定めるところとする。 

 

第３ 事業の目標 

本事業の活用により、生産者･学校給食関係者･流通業者等の関係者間の連携強化を

図り、学校給食で県産食材を持続的に利用する体制を構築し、学校給食での県産食材

の使用割合を向上させる。 

 

第４ 事業実施主体 

市町、農業協同組合、集落営農組織、農業を営む法人、農業者の組織する団体（３

戸以上の農業者で構成される団体で、代表者及び組織の運営等を定めた規約等を有し

ているに限る。）、認定農業者、その他事業を遂行する能力があると農林水産部長が特

に認める者 

 

第５ 事業実施主体の要件 

  事業実施主体は、この実施要領に定める他、次に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

１ アドバイザーの派遣を受ける際は、事業実施主体が主体となり、関係者が相互に

意見交換する場を設け、アドバイザーの提示する課題や対策について情報共有し、

学校給食で県産食材を持続的に利用する体制構築に資する取組を行うこと 

２ 事業成果について県内に波及を図るため、県が行う｢成果発表会｣に参加すること 

 

第６ アドバイザーの指定 

派遣するアドバイザーは、学校給食の県産食材利用に関して指導・助言を行うにあ

たり適切な者を、農林水産部長が別に定める。 

 

第７ 事業実施等の手続き 

１ 派遣申込 

(1) アドバイザー派遣を希望する事業実施主体は、派遣申込書(様式１号)を農林水

産部長に提出する。 

(2) 農林水産部長は、派遣申込書の内容を確認のうえ、派遣が適当と認められる場

合は、当該事業実施主体に対し、決定通知書（様式２号）を送付するとともに、ア

ドバイザーに対し、当該事業実施主体の派遣申込書を添えて派遣依頼書（様式３



号）を送付する。 

(3) 決定通知を受けた事業実施主体は、県を通じてアドバイザーと具体的な指導・

助言内容等について調整のうえ、事業実施する。 
 ２ 派遣報告 

(1) 事業実施主体は、アドバイザー派遣日から２週間以内を目途に、派遣報告書 

（様式４－１号）により、派遣日の指導・助言内容を農林水産部長に提出する。 

(2) アドバイザーは、派遣日から２週間以内を目途に、経路報告書（様式４－２号） 

を作成し、農林水産部長に提出する。 

 

第８ 実績報告 

事業実施主体は、当該年度のアドバイザー派遣が全て終了したときは、最終派遣日

から１か月を経過する日までに、実績報告書（様式５号）を作成し、農林水産部長に

提出する。 

 

第９ アドバイザー派遣に要する経費 

１ 本事業の対象経費は、別記に定めるところとする。 

２ 県は、第７の２の規定に基づく派遣報告書及び経路報告書を確認のうえ、適当と 

認められる場合は、アドバイザーに対し、経費を支払う。 

３ 第７の規定に基づく手続きを経ていない指導・助言にかかる経費や、別記に規定 

のない経費（会場費、資料代等）は、本事業の対象外とする。 

 

第 10 守秘義務 

１ アドバイザーは、指導により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

２ 県は、アドバイザーに対して、前項を遵守させるため、事業実施主体の求めに応

じて、誓約書の提出など、秘密保持のための措置をとらせることができる。 

 

第 11 指定の取消 

アドバイザーが第 10 に掲げる守秘義務等に違反したと認められる場合、もしくは事

業の目的もしくは逸脱した行為があったと認められる場合、または心身の故障等によ

り業務を遂行できないと認められる場合、県はアドバイザーの指定を取り消すことが

できる。 

 

第 12 その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、農林水産部長

が別に定める。 

 

附 則 

この要領は令和４年５月３１日から施行する。 

この要領は令和５年３月２９日から施行する。 

この要領は令和６年３月２９日から施行する。 

  



給食県産食材供給拡大事業（アドバイザー派遣） 

アドバイザー派遣にかかる必要事項 

 

第１ アドバイザー業務 

本事業でアドバイザーが行う、学校給食での県産食材供給拡大に向けた指導・助言

の内容は主に以下１～３のとおりとする。 

１ 課題抽出、整理（関係者へのヒアリング、現場への訪問、課題抽出等） 

２ 関係者の会合等への出席･助言（課題への助言･提案、事例紹介等） 

３ その他学校給食の県産食材供給拡大に関すること 

 

＜事業実施主体の課題に応じて行う指導･助言の例＞ 

 ・現場指導･助言（納入規格の見直し、品質の確認、洗浄の指導等） 

 ・献立や加工品の開発検討（県産食材の掘り起し、活用や加工法の検討等） 

 ・給食事業者等の理解増進（現場訪問、生産者と給食関係者との交流等） 

 ・生産者組織の育成（事例紹介、納入体制の整備、生産品目や規格の指導等） 

 ・有機農産物の活用（有機農業概要、県内生産品目紹介、規格の指導等） 

 

第２ アドバイザー派遣の条件 

 １ 派遣は、要領第７の１の(2)に定める決定通知の日から当該年度１月末日の期間

内とする。 

 ２ 派遣は、実施市町あたり６回を上限とし、１回あたりの所要時間は原則４時間ま

でとする。 

 ３ 派遣に際し、会場等が必要となる場合は、事業実施主体が準備する。 

 

第３ 対象経費 

本事業の対象経費は、県がアドバイザーに支払う以下の経費とする。 

経費区分 金額 

謝金 6,000 円/時間 

旅費 実費 

 

別 記 


